
Ｊ
Ａ
Ｌ
争
議
支
援
「
新
潟
集
会
」
が

７
月
７
日
、
16
時
か
ら
新
潟
市
福
祉
会

館
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

東
京
高
裁
で
６
月
３
日
・
５
日
に
不

当
判
決
を
出
さ
れ
ま
し
た
。
集
会
で
は

裁
判
の
報
告
と
、
こ
れ
か
ら
の
取
り
組

み
に
つ
い
て
全
体
で
意
思
統
一
し
ま
し

た
。
県
支
援
共
闘
会
議
・冨
井
事
務
局
長

か
ら
司
会
あ
い
さ
つ
で
開
会
し
ま
し
た
。

山
崎
議
長
あ
い
さ
つ

支
援
共
闘
会
議
・山
崎
議
長
は
「６
月
30

日
か
ら
新
潟
県
内
で
オ
ル
グ
を
展
開
し
て
き

た
。
Ｊ
Ａ
Ｌ
の
高
裁
判
決
が
６
月
３
日
・５
日

に
そ
れ
ぞ
れ
不
当
判
決
が
出
さ
れ
た
。
正
当

な
理
由
の
無
い
中
で
の
判
決
だ
っ
た
。
希
望

退
職
が
多
か
っ
た
た
め
、
解
雇
し
な
く
て
も

良
か
っ
た
。
１
６
５
名
を
職
場
復
帰
さ
せ
る
。

こ
れ
か
ら
最
高
裁
へ
闘
い
が
移
っ
て
い
く
。

Ｊ
Ａ
Ｌ
の
不
当
解
雇
は
、
地
域
で
の
不
当
解

雇
・不
当
労
働
行
為
な
ど
全
労
働
者
へ
の

攻
撃
だ
。
ひ
と
り
一
人
が
、
Ｊ
Ａ
Ｌ
の
闘
い
を

広
め
て
い
く
、
決
意
を
固
め
意
思
統
一
し
て

い
こ
う
。
空
の
安
全
を
保
つ
た
め
に
こ
の
闘

い
を
ど
う
し
て
も
勝
利
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
全
国
へ
広
め
て
い
く
た
め
に
運
動
を
進

め
て
い
こ
う
。
」と
開
会
あ
い
さ
つ
が
あ
り
ま

し
た
。

報
告
と
訴
え

報
告
と
訴
え
に
つ
い
て
は
、
Ｊ
Ａ
Ｌ

弁
護
団
の
堀
浩
介
弁
護
士
、
国
民
支
援

共
闘
会
議
事
務
局
長
・
津
惠
正
三
氏
、

そ
し
て
、
Ｊ
Ａ
Ｌ
原
告
団
か
ら
の
訴
え

が
あ
り
ま
し
た
。

会
場
で
カ
ン
パ
の
訴
え
、
閉
会
あ
い

さ
つ
で
は
、
県
労
連
・
佐
藤
議
長
か
ら

あ
り
ま
し
た
。

最
後
に
支
援
共
闘
会
議
・
山
崎
議
長

か
ら
団
結
が
ん
ば
ろ
う
！
が
あ
り
ま
し

た
。
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○客室乗務員原告団長
内田妙子

東京高裁も１審以上の不当判決だっ

た。原告団は厳しい状況だ、この実態

では納得できない。裁判所も訴えを認

めなかった。これは、黙っていられな

いため上告となった。二つ裁判に負け

ると希望が持てなくなるが最高裁へ闘

いをつなげていく。裁判所の判断は事

案を全て無視した。良識のかけらもな

い、ひどい内容になった。原告団は、さまざまな厳しい環境だ

ががんばっていく決意だ。整理解雇後、会社は莫大な黒字を計

上している。人員は３００名退職している。その後、１８２０

名を採用した。その背景の中、８４名を採用しない。３人に１

人は新人で職場は厳しい状況だ。最高裁への闘い、ＩＬＯ，な

どなど国際世論を強めていこう。

○新潟県出身原告団
斉藤 晃

６月30日から７月５日まで新潟県各

地、６２ヵ所・オルグを展開した。２

０１２年の地裁判決は忘れられない。

その時は涙が出た。しかし高裁の不当

判決が出されたが涙は出なかった。闘

いは新たにはじまっている。署名を５

０万筆～６０万筆を目標に取り組んで

いく。争議は運動と財政が必要だ。物心両面にわたっての御支

援・ご協力をお願いしたい。

○新潟県出身原告団
加藤浩子

裁判所の判断、判決について、会社

は何の責任も取らないで解雇した。会

社の破綻は会社の責任だ。希望退職な

どで解雇した後、新人を採用している。

私たちを再雇用すべきだ。３人に１人

は新人となった。会社の将来展望が無

い、技術継承ができない状況だ。会社は安全より利益を優先し

ている。ＪＡＬが、社会的責任を果たすことを訴えていく。



東
京
地
裁
で
負
け
た
が
、
高
裁
で
勝
て

る
と
確
信
し
て
い
た
。
完
敗
だ
っ
た
。
私

た
ち
の
闘
い
が
不
充
分
だ
っ
た
の
で
は
な

く
、
裁
判
所
が
絶
対
に
勝
た
せ
な
い
と
い

う
思
い
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
る
。

不
当
判
決
だ
。
こ
の
状
況
は
、
労
働
者

の
不
当
判
決
に
対
し
て
争
え
な
い
状
況
に

す
る
こ
と
が
ね
ら
い
だ
。

人
員
削
減
の

必
要
性

解
雇
４
要
件
～
こ
れ
は
会
社
経
営
上
、

厳
し
い
の
で
労
働
者
を
解
雇
。
そ
れ
に
は

合
理
的
な
理
由
が
あ
る
。
人
員
削
減
の
必

要
性
＝
し
か
し
、
た
だ
ち
に
解
雇
で
は
な

く
会
社
が
努
力
す
る
必
要
が
あ
る
。
①
解

雇
の
人
選
②
労
働
者
と
の
十
分
な
話
し
合

い
。Ｊ

Ａ
Ｌ
に
対
し
て
も
解
雇
４
要
件
を
守

れ
と
主
張
し
て
い
た
。
会
社
更
生
法
か
ら

人
員
が
削
減
さ
れ
る
。
し
か
し
、
会
社
は

で
き
る
だ
け
努
力
が
求
め
ら
れ
る
。
解
雇

４
要
件
を
認
め
る
こ
と
。

解
雇
の
必
要
性
は
無
か
っ
た

裁
判
所
の
考
え
方
は
①
解
雇
は
当
然
だ

②
不
当
解
雇
は
さ
せ
な
い
こ
と
・
一
番
ダ

メ
ー
ジ
を
さ
せ
な
い
こ
と
。

控
訴
審
～
解
雇
時
点
「
２
０
１
０
年
12

月
31
日
」
事
業
計
画
上
、
必
要
な
人
員
は

客
乗
４
１
２
０
名
・
乗
員
２
９
７
４
名
だ

が
、
こ
こ
で
す
で
に
人
員
数
は
下
回
っ
て

い
た
。
解
雇
の
必
要
は
無
か
っ
た
。

会
社
は
希
望
退
職
目
標
に
対
す
る
未
達

分
に
対
し
て
整
理
解
雇
が
必
要
と
主
張
。

目
標
に
達
し
て
い
る
こ
と
を
隠
し
て
整
理

解
雇
し
た
。

組
合
活
動
家
の
解
雇

ベ
テ
ラ
ン
の
首
切
り

会
社
の
目
的
は
、
組
合
活
動
家
の
解
雇

ベ
テ
ラ
ン
の
首
切
り
だ
っ
た
。
こ
れ
は
不

当
労
働
行
為
に
な
る
。
Ｊ
Ａ
Ｌ
の
整
理
解

雇
・
人
選
基
準
に
つ
い
て
会
社
側
は
３
ヶ

月
前
か
ら
解
雇
を
考
え
て
い
た
。

該
当
者
を
10
月
に
業
務
か
ら
外
し
退
職

強
要
の
面
談
を
実
施
し
た
。
年
齢
の
高
い

人
・
組
合
活
動
家
な
ど
闘
っ
て
き
た
社
員

を
指
名
解
雇
し
た
。
会
社
は
組
合
で
争
議

権
が
確
立
し
た
場
合
、
財
政
支
援
が
無
く

な
る
と
脅
し
た
。

ふ
れ
よ
う

と
し
な
い

裁
判
所
は
人
員
削
減
目
標
に
つ
い
て
達

成
さ
れ
て
い
る
か
わ
か
ら
な
い
と
主
張
し

た
。
削
減
数
に
達
し
て
い
る
が
認
定
し
な

い
。
目
標
達
成
し
て
い
な
い
と
言
う
考
え

方
だ
。

裁
判
所
と
会
社
は
、
そ
の
こ
と
に
対
し

て
ふ
れ
よ
う
と
し
な
い
。
裁
判
所
は
人
員

削
減
目
標
達
成
に
つ
い
て
、
会
社
へ
状
況

を
出
さ
せ
る
べ
き
だ
。
＝
証
明
責
任
・
こ

れ
を
裁
判
所
は
放
棄
し
た
。
法
律
違
反
だ
。

裁
判
所
は
、
そ
こ
ま
で
し
て
勝
た
せ
た

か
っ
た
の
か
。

人
員
削
減
の
必
要
性

人
員
削
減
の
必
要
性
～
11
月
15
日
に
整

理
解
雇
方
針
を
公
表
、
11
月
18
日
に
債
権

者
か
ら
更
生
計
画
案
に
対
し
て
賛
成
多
数

11
月
19
日
可
決
、
11
月
30
日
に
解
雇
に
対

す
る
人
選
計
画
、
こ
の
内
容
で
基
本
合
意

し
た
。
債
権
者
達
の
公
約
と
な
っ
た
。

対
象
者
を
希
望
退
職
と
し
て
計
画
、
対

象
者
が
退
職
し
な
い
の
で
達
成
し
な
い
と

判
断
し
た
。

勝
利
す
る
ま
で

闘
い
抜
こ
う
！

更
生
計
画
・
事
業
計
画
上
の
人
員
削
減

計
画
の
基
本
コ
ン
セ
プ
ト
は
必
要
人
員
を

上
回
る
余
剰
人
員
を
抱
え
な
い
よ
う
に
す

る
こ
と
。

整
理
解
雇
は
労
働
者
の
責
任
の
な
い
企

業
上
の
解
雇
＝
必
要
人
員
数
を
上
回
る
余

剰
人
員
が
い
な
い
の
に
解
雇
を
行
う
こ
と

は
許
さ
れ
な
い
。

高
裁
判
決
は
解
雇
時
点
に
お
い
て
、
更

生
計
画
・
事
業
計
画
上
の
必
要
人
員
数
を

上
回
る
余
剰
人
員
が
存
在
し
た
こ
と
を
認

定
せ
ず
に
本
件
解
雇
を
有
効
と
認
め
た
。

理
由
不
備
・
労
働
契
約
法
16
条
及
び
整

理
解
雇
法
理
に
関
す
る
法
令
解
釈
の
誤
り
。

最
高
裁
へ
闘
い
は
移
る
。
労
働
者
の
権

利
を
求
め
て
い
く
と
共
に
東
京
高
裁
の
不

当
判
決
を
乗
り
越
え
、
勝
利
す
る
ま
で
闘

い
抜
こ
う
。
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上告～６月１１日・上告理由書を８月末

までに出す。高裁判決が正しいかどうか判

断する。上告理由書の内容について最高裁

が判断する。

これが出されるまで全国的な運動を進め

る。高裁への差し戻しをさせる取り組み。

最高裁の判断は、３～６ヶ月で長くても

１年。上告受理理由書を受理させること。

集まりました。


